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1 はじめに 
 日本の大きな課題の一つに、少子化問題が挙げられる。日本に根強く残る性別役割
分業が男性の生涯未婚率を引き上げ、少子化に影響すると私達は考えた。そこで、性
別役割分業を補完し、再生産する原因として年金制度における第三号被保険者制度に
着目し、第三号被保険者制度を廃止するために必要な社会的条件を明らかにする。本
論では、性別役割分業、ジェンダーギャップ、第三号被保険者制度の関係を整理し、
各国のジェンダーギャップ解消への取り組み、そして独自のアンケートによる第三号
制度と性別分業の意識調査を見ていくことで、ジェンダーギャップと少子化の克服に
向けた取り組み方を提唱する。 
 
2 日本の現状 
本章では、日本社会に色濃く残る「性別役割分業」が日本における深刻な社会課題

である少子化にどのような影響をもたらしているのかを考察していく。また、男女別
の賃金差や管理職割合の差といったジェンダーギャップを示す統計データを参照する
ことで、日本の性別役割分業を語るうえで代表的な制度である「第三号被保険者制
度」が導入された背景と同時に、「第三号被保険者制度」の問題点も明らかにしてい
く。 
 
2-1 日本の課題 
人口動態統計(2023)によると、合計特殊出生率は 1.26 であり、この数値は 7 年連続

で前年を下回っている。少子化の進行は、国内の生産活動の中心的な担い手である生
産年齢人口の減少につながり、日本の持続可能性が危ぶまれている。少子化の一因と
して男性の生涯未婚率の上昇が挙げられる。厚生労働白書（2021）によると、50 歳に
なった時点で一度も結婚したことがない人の割合である「生涯未婚率」は上昇傾向に
ある。男性の生涯未婚率の背景に、女性が将来の夫に対して高い賃金を求めているこ
とが考えられる。これは「男性は仕事、女性は家事」という性別役割分業によって、
働く女性の昇進機会などを奪ってしまい、更に女性は出産などにより働き続けること
が困難なため、女性の生涯賃金が減った結果である。そして女性が男性の経済力に頼



って生活するという家族モデルが確立した。これによって、男性の未婚率の割合は
23.4（2015）と、年収の低い男性の未婚率が上昇し、男性の結婚のハードルが高くな
ってしまったと考えられる。これは、男性が結婚相手に求める年収と実際の年収はお
およそ一致しているが、女性は結婚相手に対して求める年収と実際の年収で約 200 万
円近い相違があることからも分かる。（図２参照） 

図 2 結婚相手に求める年収と実際の年収 

 
 

出典：内閣府 “令和 5年度 年次経済財政報告” 第 2 章-第 2 節（2023 年）を一部改変 
 
2-2 第三号被保険者制度の成立の背景 
先述の通り、日本で結婚できない男性が増加した理由として、「男性は仕事、女性は

育児」という性別役割分業があるとした。ここでは、第三号被保険者制度と性別役割
分業がどのような関係性があるのかを明らかにする。 
 
2-2-1 第三号被保険者制度創設時（1985 年）のジェンダーギャップについて 
下記の図 3によると、第三号被保険者制度を開始した 1985 年当時は、男性の月別

の平均賃金が約 25万円前後に対して、女性の月別の平均賃金は約 15 万円と 10 万円
近い金額が月別の男女比の平均賃金にあらわれていた。つまり、女性の月別平均賃金
は男性の月別平均賃金の 60%しか貰っていないということである。この数値は、女性
の月別賃金平均が男性の月別の平均賃金の 75%前後である 2021 年と比較しても、
1985 年当時は男女間の賃金格差は大きかったといえる。 
 
 
 



図 3 男女別の賃金と男女間賃金格差 （1985年～2021 年） 

 
出典：日本総研「男女間賃金格差になお大きな開き」（2022 年）を一部改変 

 
2-2-2 日本の性別役割分業の歴史 
ここで性別役割分業の歴史に着目する。性別役割分業意識とは、男性・女性という

性別を理由として役割を分けた考え方である。日本でも明治期に西洋から性別役割分
業の考えが入ってきて、「夫に従順であり、良妻賢母な女性」が理想化された。戦後も
日本社会における性別役割分業は変わらず、家庭内分担モデルは依然としてあった。
このような性別役割分業は、高度経済成長期の「日本型雇用システム」とマッチし、
日本社会に強く根付くこととなった。こうして日本社会では、家庭内分担モデルが長
く続いた。以上の背景から、性別役割分業が日本に根付いていった。 
 
2-2-3 第三号被保険者制度が創設された背景 
 専業主婦世帯が多い 1980 年代で、長時間労働を前提とした年金制度は、二つの点
で課題があった。一つ目に、第三号制度以前、専業主婦は任意加入であり、女性の未
納者が多く、年金額が低かったことである。二つ目に、当時の家庭では女性の立場が
弱く、貰える年金額が低い傾向にあった。また、離婚後の女性が国から直接年金を受
け取ることが出来なかった。このような課題から、女性の貧困を防ぐために、専業主
婦にも国民年金に加入することを義務付け、加入者一人一人に自分名義の基礎年金を
支給することにした。これを第三号被保険者制度と呼ぶ。また通常専業主婦には稼ぎ
がないことから、その保険料は、夫の加入する被用者年金制度である第二号で負担す
ることとした。 
 
2-2-4 第三号被保険者制度とジェンダーギャップとの関係性 
元々、第三号被保険者制度は家庭内の女性の弱い立場を考慮し、女性の貧困を守る



目的で導入された制度である。しかし、現在、この制度はパートタイムの主婦などが
第三号被保険者に留まるため、就業調整を行う要因となっている。これは、女性の就
労意欲を抑制していて、日本の労働力が最大化されていない。 
このようにジェンダーギャップと第三号被保険者制度は相互に影響しており、悪循

環となってしまっている。第三号被保険者制度を廃止するために、ジェンダーギャッ
プの解消を目指す必要あると考えた。そこで、第三号被保険者制度を廃止するために
必要な社会的条件を、ジェンダーギャップと絡めて考えていく。 
 
3 各国のジェンダーギャップへの取り組み 
日本のジェンダーギャップ指数は 146 ヶ国のうち 125 位と世界各国と比較してもか

なり下位に位置している。特に、日本の経済参画における数値は「0.561」で 123 位
とかなり低い数値と言える。今回は経済参画の項目である「推定勤労所得男女比」を
「ジェンダー平等のイデオロギーが浸透したスウェーデン」、そして「日本と似たジェ
ンダー平等政策を実施するドイツ」の２ヶ国と比較する。これにより、日本がジェン
ダーギャップ解消のために必要な社会的条件を明らかにする。 
 
3-1 男女間の賃金格差の各国比 

2019 年における３カ国の数値を比較したところ、低い順にスウェーデン(7.6)、ドイ
ツ(15.3)、日本(23.5)となり、これらの数値から日本がドイツ、スウェーデンと比較し
てどれほど遅れをとっているのかがわかる（図５参照）。日本も年々男女賃金格差は是
正されていっているものの、他国との遅れを取り戻すまでには至っていない。 
 

図 5 男女間の賃金格差の推移 

 



出典：社会実情データ図録「男女賃金格差の推移（フルタイム賃金ベース）」（2019
年）を一部改変 
 
3-1-1 スウェーデンの男女間の賃金格差の解消の取り組み 
第二次世界大戦後、ドイツやフランスを中心とした参戦国の国土は破壊された一

方、戦争による影響が小さかったスウェーデンは他国の復興に寄与し、経済的に豊か
になった。そこで二つの問題が生じた。一つ目に、1960 年代にスウェーデン経済が急
速に成長したことによる深刻な労働力不足が起こった。二つ目に、社会保障に対する
政策は打ち出されていたものの、女性の経済的自立を促進する政策がなされず、女性
の男性への経済的依存が続いていた。これらの問題を解決するために、スウェーデン
は経済成長による労働力不足をヨーロッパ諸国からの移民の受け入れによって解決す
るのではなく、国内の女性労働者の労働参画によって解決する選択をした。そして労
働市場に参入する女性が増加することに合わせてジェンダー平等の気運が高まった。 
家事労働と家庭外労働の二重負担を女性が負っている不平等を糾弾する声が急速に高
まり、女性たちの運動が活発化して社会制度を大きく変えていくことになった。そし
てスウェーデン政府によって積極的に政策が打ち出された。 
その政策の一つに、税制改革がある。1971 年の税制改革で、課税対象が家族単位か

ら個人単位に変更された。これに伴い、既婚女性が労働参画する心理的障害が取り除
かれ、女性の経済的自立が後押しされた。そして女性の賃金が大幅に上昇し、1960 年
代から 1980年代半ばにかけて男女の賃金格差は平均 40%から 20%と大幅に縮小し
た。 
 
3-1-2 ドイツの男女間の賃金格差の解消の取り組み 

1949 年以降、東西に分裂したドイツは、1990年の東西統合まで対称的な性格であ
った。社会主義政権の「東ドイツ」では、女性が出産しても働く共働き世帯が主流な
家族モデルであった。一方、民主主義政権の「西ドイツ」では、家庭内分担モデルが
一般的であった。そのため、東ドイツと比較しても、保育施設や両立支援はかなり遅
れたといえる。1990年の東西ドイツ統一以降は、基本的に旧西ドイツの制度が旧東ド
イツ地域にも適用された。しかし、ドイツの男女間の賃金格差は、「旧西ドイツの州平
均は 23%で、旧東ドイツの州平均 8%に比べ、際立って高いままである」（注 1）とあ
るように、依然としてドイツでは男女間の賃金格差は大きかった。 
このような男女間の賃金格差を是正するために、ドイツ政府は 2017年に「賃金構

造の透明化促進法(EntgTranspG)」を施行した。この法律は、従業員 201 名以上の企
業と従業員 501 名以上の企業を対象にして、男女間の賃金の公平性に関する調査の実
施などの報告が求められるようになった。 
 



4 若い世代に対する性別役割分業及びジェンダーギャップと年金第三号制度に対して
のアンケート調査 
 
以上の問題意識に基づき、独自のアンケート調査を行い、約４００人から回答をえ
た。アンケートの詳細は、当日発表する。このデータをもとに多変量解析を行った。 
 
4-1 結婚相手に求める年収 
まず、パートナーに求める年収を男女それぞれに調査した。内閣府（2022）の資料

によると、結婚・出産時の平均年収は、男性は 250～450 万円であり、女性は 250 万
～400 万円であった。しかしアンケート調査では、結婚相手に求める年収の平均値
は、男性が 484.1万円、女性は 808.7 万円であり、女性が男性に対して、現実とは大
きく乖離した年収を求めてしまっていることが分かる。これは、未婚率の更なる上昇
に繋がってしまうのではないだろうか。 
 
4-2 母親の影響 
性別役割分業に「賛成」、「どちらかといえば賛成」と回答した男性は 36.54％、女

性は 16.49％。「妻は職業を持たない方がよい」、「103 万円以下で働く」と答えた男性
は 23.08％、女性は 14.89％であった。男性の方が、性別役割分業の意識が高いことが
分かる。また、「妻は職業を持たない方がよい」、「家事・育児は配偶者が多い」と答え
た人は、母親が専業主婦である割合が多かった。その中でも、女性は母親の就業状態
によって数値が左右しないのに対し、男性は母親が専業主婦であるほど値が高くなっ
ていた。男性の方が母親から性別役割分業の意識を受けていることが分かる。 
また、母親の影響は、第三号制度の賛否にも影響し、母親が専業主婦である人の方

が、賛成の割合が多かった。性別的役割分業に反対している人は、第三号制度に反対
をしており、性別が女性であれば相手の年収の理想が高くなり、母親が専業主婦であ
れば相手の年収の理想が高くなるという結果を得られた。 
 
5 政策提言 
少子化をくい止めるためには、男性の未婚率を低下させる必要がある。私たちは、

女性が男性から経済的な自立をすることで、男性と女性のミスマッチが減らせると考
え、ジェンダーギャップ解消を成し遂げうる案を提案していく。 
 
5-1 サステナビリティ開示の推進 
女性が経済的な自立を果たすためには、女性も働くことが必要だ。女性が働きやす

い環境を作るためには、企業が積極的に男女平等に取り組むことが必要である。その
上で、法定開示（有価証券報告書）において、日本企業のサステナビリティに関する
開示を推進することが必要である。2023 年 3月期より、サステナビリティ情報の記載



欄が新設された。その中で、人的資本に関する戦略（人材育成方針等）や、指標及び
目標（定量的なベース）については、全企業で開示が要求されている。具体的には、
「男女間賃金格差」、「男性の育児休業取得率」、「女性管理職の比率」の開示が要求さ
れるようになった。この開示を基に金融機関は企業を審査すべきである。 
 
5-２ 第三号被保険者制度廃止 
親世代を見てきた今の若い世代に性別役割分業意識が刷り込まれていることがアン

ケート調査からわかった。ジェンダーギャップが克服され、創立時の目的であった女
性を貧困から守る必要性がなくなった際に第三号制度を廃止することで、第三号制度
による悪循環を止めることができる。 
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